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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第43期

第２四半期連結
累計期間

第44期
第２四半期連結

累計期間
第43期

会計期間
自平成24年10月１日
至平成25年３月31日

自平成25年10月１日
至平成26年３月31日

自平成24年10月１日
至平成25年９月30日

売上高（百万円） 8,539 14,978 20,387

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
△13 1,804 1,523

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円）
△30 1,421 1,100

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
628 2,717 2,060

純資産額（百万円） 12,564 17,177 13,943

総資産額（百万円） 25,684 32,550 29,321

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△1.62 74.22 57.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 71.95 －

自己資本比率（％） 45.6 49.2 44.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,588 2,488 561

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△140 △897 △502

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
175 282 △741

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
5,200 8,448 6,323

　

回次
第43期

第２四半期連結
会計期間

第44期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年３月31日

自平成26年１月１日
至平成26年３月31日

１株当たり四半期純利益金額
（円）

20.98 20.96

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第43期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

　　第43期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ていないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。なお、当第２四半期連結会計期間よ

り、昆山麦克芯微電子有限公司（英文名：MJC Microelectronics（Kunshan）Co.,Ltd.）が稼働を開始したため、

事業系統図に追加しております。

　

[事業系統図]　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

 

（1）業績の状況 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は緩やかな回復傾向にありましたが、今後の先行きについては、

米国の量的金融緩和縮小、欧州・新興国で懸念される政治的混乱や新興国の成長鈍化等から不透明な状況にあり

ます。一方、日本経済は、政府の政策による円高是正等を背景に企業収益の改善や個人消費が増加する等、景気

は回復基調で推移しました。

半導体市場においては、スマートフォンやタブレット端末向けの需要が堅調に推移しました。特にＤＲＡＭ

は、一部大手メモリメーカーの供給問題により需給が引き締まったことや、新興国のローエンドスマートフォン

向けの需要が旺盛だったこと等から生産は例年に比べて活発でした。また、微細化に向けた設備投資も積極的に

進められました。

一方、ＦＰＤ市場は、４Ｋ対応液晶テレビの投入に伴う新品種パネルの量産開始がありましたが、全般的には

テレビの販売不振から液晶大型パネルの生産調整が続き、設備投資は需要の不透明感が影響したため、限定的な

投資が継続しました。

このような状況の下、当社グループは、事業構造改革を完結させ、”継続的収益を生む体質となる”ため、売

上増加と利益確保、継続的原価低減、効果的投資の実行等に取組んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高14,978百万円（前年同期比75.4%増）、営業利益1,693百万

円（前年同期は26百万円の営業損失）、経常利益1,804百万円（前年同期は13百万円の経常損失）、四半期純利益

1,421百万円（前年同期は30百万円の四半期純損失）となりました。

 
＜セグメントの状況＞

（各セグメントの売上高は、外部顧客に対するものであります。）  
セグメントごとの業績は次のとおりであります。

 
①　プローブカード事業

プローブカードは、主にスマートフォンやタブレット端末向けアドバンストプローブカードの需要が好調で高

水準な受注・売上となりました。利益面では、年明け以降において費用のかかる開発案件や新規品がありました

が、全般的にはリピート品の売上構成比が高かったことや前期からの生産効率向上の取組み等が利益率を押し上

げました。

この結果、売上高は12,080百万円（前年同期比72.3%増）、セグメント利益は2,414百万円（前年同期比150.3%
増）となりました。

　

②　装置事業

ＬＣＤ検査装置は、中国向けが中心でしたが、全般的に厳しい環境が継続し受注・売上ともに低水準でした。

半導体検査装置は、ＮＡＮＤメーカーの設備投資が活発化し、ＢＩＳＴテスタの需要が堅調に推移しました。プ

ローブユニットは、４Ｋ対応液晶テレビの需要増を受けて売上・利益ともに好調でした。

この結果、売上高は2,897百万円（前年同期比89.7%増）、セグメント利益は186百万円（前年同期は285百万円

のセグメント損失）となりました。

　

（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,229百万円増加し、32,550百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金の増加2,378百万円、受取手形及び売掛金の増加284百万円等によるものであ

ります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、15,373百万円となりました。　

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,233百万円増加し、17,177百万円となりました。これは主に、四半期純利益

の計上による利益剰余金の増加1,231百万円等によるものであります。
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（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ2,124百万円増加し、8,448百万円となりました。　

　

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動により得られた資金は2,488百万円（前年同期は1,588百万円の支出）となりました。この主な内訳

は、税金等調整前四半期純利益1,806百万円、減価償却費620百万円等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用された資金は897百万円（前年同期は140百万円の支出）となりました。この主な内訳は、韓

国子会社での土地購入等、有形固定資産の取得による支出674百万円等によるものであります。　

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は282百万円（前年同期比60.7％増）となりました。この主な内訳は、ストックオプ

ションの行使による収入656百万円、短期借入金と長期借入金の純返済額127百万円等によるものであります。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

[会社の支配に関する基本方針］ 

①　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の

源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくこ

とを可能とする者である必要があると考えています。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づい

て行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式

の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報

を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交

渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社が他社に優越する技術力・生産力等を維持し、企業価値を確保・向上させるためには、①個々の

従業員の製品開発のノウハウ・技術力を維持・向上させることにより、当社の電子計測技術力・製品群を維持

すること、②製品の販売先のニーズに柔軟に対応できる生産設備・生産体制を維持すること、③当社グループ

を有機的に連結することにより研究開発力等を強化すること、及び④製品の販売先や原材料調達先・外注先と

の信頼関係を維持することが必要不可欠であります。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の

内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保

し、向上させることができなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

また、外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当

社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者

の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホル

ダーに対する対応方針等の買収者の情報も把握した上で、大量買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼ

す影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要

かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考え

ます。
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②　基本方針の実現のための取組み

（A）基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は「電子計測技術を通して広く社会に貢献する」という経営理念のもと、コンタクト技術をコアコン

ピタンスとした既存事業の発展、新技術の導入や新製品開発による新規事業を展開し、安定した成長と収益

性の確保を図っております。

平成21年度から平成23年度までは、前中期経営計画『Challenge11』において「持続的成長と更なる飛躍

のための基盤づくり」を基本方針とし、継続的な成長を目指して総力をあげて諸施策に取り組んでまいりま

した。平成24年度から新たにスタートする新中期経営計画『Challenge14』（平成24年度～平成26年度）で

は、急激に変化する環境に自らが“変化”に対応し、かつ果敢に“挑戦”し、それをチャンスに転換するこ

とで、再び成長し続ける企業―新ＭＪＣを“創造”していきます。

今後も、中長期的な企業の発展に向け、全社を挙げて技術開発と経営の効率化・合理化に取り組むこと

で、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めてまいります。

また、当社は、取締役の任期を1年とするとともに、独立性のある社外取締役を２名選任しております。

これにより、社外取締役と社外監査役による当社経営に対する経営監督・監視機能の充実を図り、透明性の

高い経営を実現する等、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。また、当社は代表取締

役社長直轄の独立組織として経営監査部を設置し内部統制の強化も図っております。

(B) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

　　(ⅰ) 当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、平成23年12月21日開

催の第41期定時株主総会における承認を得て、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）」（以下「本プラン」という。その概要は下記(ii)をご参照願います。）を更新いたしました。

　（ⅱ） 本プランの内容

　　　　本プランは、当社の株式に対する買付その他これに類似する行為又はその提案（以下、「買付等」と

いう。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下、「買付者等」という。）に対し、事前に当該買付

等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、

株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉を行うこと等を可能とし、

また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。

　　　　本プランは、①当社が発行者である株式について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又

は②当社が発行者である株式について、公開買付の後における株式の所有割合及びその特別関係者の株

式所有割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします。

　　　　当社の株式について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必

要な情報及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その

後、買付者等や当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案等が、当社経営陣から独立し

た社外取締役等から構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。独立委員

会は、買付内容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との協議、株主に対する情報

開示等を行います。

　　　　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は当該買付等の内容の

検討の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそ

れのある買付等であり、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合に

は、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告することがあります。この

新株予約権の無償割当ては、割当日における当社株主に対し、その有する株式１株につき新株予約権１

個を割り当てるものであり、この新株予約権の行使は、金１円を下限として当社株式の時価の２分の１

の金額を上限とする金額の範囲内において、当社取締役会が決定した金額を払い込むことにより、普通

株式１株を取得することができ、また、買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び

     当社が買付者等以外の者から当社株式１株と引換えに新株予約権１個を取得することができる旨の取得

条項が付されております。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割

当ての実施又は不実施等の決議を行うものとします。

　　　　また、当社取締役は、独立委員会における手続に加えて、株主総会を招集し株主の皆様の意思を確認

することもできます。当社取締役会は、上記決議を行った場合や株主総会を招集する場合等において

は、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行いま

す。
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　　　　本プランの有効期間は、平成23年12月21日開催の第41期定時株主総会終結後３年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前で

あっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点

で廃止されることになります。また、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本プランはその時点で廃止されることになります。

　

　③　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　　　　上記の新中期３ヶ年経営計画並びにコーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・

株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに

当社の基本方針に沿うものであります。

　　　　また、本プランは、当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保

するための枠組みであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランについては、経済産業省及び

法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に

関する指針」の定める三原則の要件を充足していること、第41期定時株主総会において株主の皆様の承認

を得ていること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の

意思を確認することとされていること、及び有効期間を約３年間とするサンセット条項が付されており、

かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主意思確認総会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で廃止されること等株主意思を重視するものであること、独立性

のある社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員

会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用し助言を受

けることができるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては

株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

（5）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は1,167百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（6）生産、受注及び販売の実績 

　当第２四半期連結累計期間は、プローブカード事業の生産・受注及び販売実績が著しく増加しました。これは

世界経済の回復及び一部大手メモリメーカーの供給問題による需給逼迫から、例年にない高水準の需要が発生し

たためであります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 72,000,000

計 72,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,012,658 20,012,658

　東京証券取引所　

　ＪＡＳＤＡＱ

　（スタンダード）　

単元株式数

100株

計 20,012,658 20,012,658 － －

　

（2）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（4）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 平成26年１月１日～

 平成26年３月31日
－ 20,012,658 － 5,018 － 5,769
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（6）【大株主の状況】

 平成26年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

長谷川　正義 東京都三鷹市 1,205 6.02

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

日本生命証券管理部内
842 4.21

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 665 3.32

長谷川　勝美 東京都小金井市 592 2.95

長谷川　丈広 神奈川県川崎市麻生区 591 2.95

ＭＴＫアセット株式会社 神奈川県川崎市麻生区白鳥２丁目２―８ 558 2.78

長谷川　義榮 神奈川県川崎市麻生区 466 2.33

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 369 1.84

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番１０号 304 1.52

ＢＡＲＣＬＡＹＳ　ＣＡＰＩＴＡ

Ｌ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＬＩＭ

ＩＴＥＤ

東京都港区六本木６丁目１０番１号 234 1.17

計 － 5,830 29.13

（注）上記のほか自己株式が498千株あります。
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（7）【議決権の状況】

　①【発行済株式】

 平成26年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　  498,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  19,455,800 194,558 －

単元未満株式 普通株式  　 58,558 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 20,012,658 － －

総株主の議決権 － 194,558 －

（注）単元未満株式欄には、証券保管振替機構名義の株式が40株及び自己名義株式が84株含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成26年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社日本マイクロニ

クス

東京都武蔵野市吉祥寺本町

二丁目６番８号
498,300 － 498,300 2.49

計 － 498,300 － 498,300 2.49

　　　　　（注）上記以外に自己名義所有の単元未満株式84株を保有しております。

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,423 9,801

受取手形及び売掛金 6,890 7,175

製品 366 409

仕掛品 2,017 1,990

原材料及び貯蔵品 582 677

その他 1,204 247

貸倒引当金 △60 △76

流動資産合計 18,425 20,226

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,146 4,084

機械装置及び運搬具（純額） 1,723 1,469

その他（純額） 2,038 2,772

有形固定資産合計 7,908 8,326

無形固定資産 955 922

投資その他の資産

投資有価証券 1,703 2,716

その他 553 584

貸倒引当金 △223 △225

投資その他の資産合計 2,033 3,075

固定資産合計 10,896 12,324

資産合計 29,321 32,550

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,887 3,592

短期借入金
※2 3,137 ※2 2,913

未払法人税等 146 247

賞与引当金 442 680

製品保証引当金 470 484

その他 1,373 2,036

流動負債合計 10,459 9,954

固定負債

社債 90 60

長期借入金
※2 2,885 ※2 3,000

退職給付引当金 1,221 1,311

その他 720 1,047

固定負債合計 4,918 5,419

負債合計 15,377 15,373
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,018 5,018

資本剰余金 5,769 6,094

利益剰余金 2,364 3,596

自己株式 △953 △468

株主資本合計 12,199 14,239

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 841 1,499

為替換算調整勘定 △58 259

その他の包括利益累計額合計 782 1,759

新株予約権 217 71

少数株主持分 744 1,107

純資産合計 13,943 17,177

負債純資産合計 29,321 32,550
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高 8,539 14,978

売上原価 5,833 9,708

売上総利益 2,705 5,269

販売費及び一般管理費
※ 2,732 ※ 3,575

営業利益又は営業損失（△） △26 1,693

営業外収益

受取利息 2 8

受取配当金 1 2

受取賃貸料 25 24

為替差益 39 132

その他 14 3

営業外収益合計 82 170

営業外費用

支払利息 46 43

その他 23 17

営業外費用合計 69 60

経常利益又は経常損失（△） △13 1,804

特別利益

新株予約権戻入益 30 7

その他 2 0

特別利益合計 33 8

特別損失

固定資産売却損 4 0

固定資産除却損 0 6

特別損失合計 4 6

税金等調整前四半期純利益 14 1,806

法人税、住民税及び事業税 31 194

法人税等調整額 8 △19

法人税等合計 39 174

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24 1,631

少数株主利益 6 210

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30 1,421
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24 1,631

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 272 658

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 380 427

その他の包括利益合計 652 1,086

四半期包括利益 628 2,717

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 540 2,398

少数株主に係る四半期包括利益 87 319
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 14 1,806

減価償却費 721 620

退職給付引当金の増減額（△は減少） 112 81

賞与引当金の増減額（△は減少） △18 236

製品保証引当金の増減額（△は減少） △128 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28 15

受取利息及び受取配当金 △4 △11

支払利息 46 43

新株予約権戻入益 △30 △7

売上債権の増減額（△は増加） 1,524 △147

たな卸資産の増減額（△は増加） 360 △11

仕入債務の増減額（△は減少） △1,429 △1,556

未払金の増減額（△は減少） △1,452 △63

その他 △1,304 1,638

小計 △1,560 2,646

利息及び配当金の受取額 4 11

利息の支払額 △46 △43

法人税等の支払額 △53 △125

法人税等の還付額 68 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,588 2,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △242

定期預金の払戻による収入 54 －

有形固定資産の取得による支出 △164 △674

有形固定資産の売却による収入 8 2

投資有価証券の取得による支出 △30 －

その他の支出 △67 △4

その他の収入 58 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △140 △897

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,481 868

短期借入金の返済による支出 △1,762 △1,064

長期借入れによる収入 2,040 1,300

長期借入金の返済による支出 △1,562 △1,232

社債の償還による支出 △30 △30

設備関係割賦債務の返済による支出 △62 △61

自己株式の取得による支出 △0 △6

少数株主からの払込みによる収入 91 42

配当金の支払額 － △189

少数株主への配当金の支払額 △20 －

ストックオプションの行使による収入 － 656

財務活動によるキャッシュ・フロー 175 282

現金及び現金同等物に係る換算差額 184 251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,368 2,124

現金及び現金同等物の期首残高 6,569 6,323
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現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,200 ※ 8,448
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成25年９月30日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年３月31日）

コミットメントラインの総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 3,000 3,000

　

※２．財務制限条項

前連結会計年度（平成25年９月30日）

　借入金のうち1,312百万円は、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されて

おります。

　

当第２四半期連結会計期間（平成26年３月31日）

　借入金のうち1,061百万円は、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されて

おります。

　

３．保証債務　

前連結会計年度（平成25年９月30日）

　取引先のレンタル契約に対し、債務保証を行っております。

26百万円

当第２四半期連結会計期間（平成26年３月31日）

　取引先のレンタル契約に対し、債務保証を行っております。

22百万円

　

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日）

研究開発費 1,038百万円 1,167百万円

賞与引当金繰入額 51 164

退職給付費用 42 23

貸倒引当金繰入額 14 21

製品保証引当金繰入額 △66 164

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日）

現金及び預金勘定 6,300百万円 9,801百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － △253

担保に供している定期預金 △1,100 △1,100

現金及び現金同等物 5,200 8,448
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）

 　　配当金支払額
該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年10月１日　至　平成26年３月31日）

 　　配当金支払額
　

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発効日 配当の原資

平成25年12月20日

定時株主総会
普通株式 189 10 平成25年9月30日 平成25年12月24日 利益剰余金

　

EDINET提出書類

株式会社日本マイクロニクス(E02030)

四半期報告書

19/23



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日　至 平成25年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

 

報告セグメント
調整額

（注）１.

四半期連結
損益計算書
計上額

（注）２.
プローブ

カード事業　
装置事業　 計

売上高      

外部顧客への売上高 7,011 1,527 8,539 － 8,539

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 7,011 1,527 8,539 － 8,539

セグメント利益又は損失

（△）
964 △285 679 △705 △26

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△705百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない

管理部門等に係る費用であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成25年10月１日　至 平成26年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

 

報告セグメント
調整額

（注）１.

四半期連結
損益計算書
計上額

（注）２.
プローブ

カード事業　
装置事業　 計

売上高      

外部顧客への売上高 12,080 2,897 14,978 － 14,978

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 12,080 2,897 14,978 － 14,978

セグメント利益 2,414 186 2,601 △907 1,693

（注）１．セグメント利益の調整額△907百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない管理部門

等に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成26年３月31日）

(1)１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）
△1円62銭 74円22銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（百万円）
△30 1,421

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期

純損失金額（△）（百万円）
△30 1,421

普通株式の期中平均株式数（千株） 18,991 19,149

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 71円95銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 603

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

平成20年ストック・オプション

（普通株式 299,000株）

平成22年ストック・オプション

（普通株式 317,900株）

平成23年ストック・オプション

（普通株式 365,100株）　

－　

（注）  前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年５月８日

株式会社日本マイクロニクス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 樋口　義行　　印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡辺　雅子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本マ

イクロニクスの平成25年10月１日から平成26年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年１月１

日から平成26年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本マイクロニクス及び連結子会社の平成26年３月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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